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第９回美里町農業委員会総会 

 

１ 開催日時 

   令和３年８月２５日(水) 午前１時３０分から午後２時２３分 

 

２ 開催場所 

美里町役場南郷庁舎２階 多目的ホール 

 

３ 出席委員（１６名） 

   １番 佐々木 幸一郎 ２番 福田 なほ子  ３番 鈴木 幸博 

   ４番 渡邉 雅光   ５番 柴山 真二   ６番 後藤 幸太郎 

   ７番 小野 保裕   ８番 我妻 卓美   ９番 片倉 澄子 

  １０番 遊佐 恭一  １１番 澁谷 正行  １２番 久道 雄悦 

  １３番 尾形  司   １４番 古内 世紀  １５番 邉見 勝寿 

  １６番 伊藤  惠子 

 

４ 報告事項 

  １．農家相談日について 

  ２．事業計画届出書について 

  ３．農地法第１８条第６項の規定による通知について（賃貸借権の合意解 

    約） 

  ４．利用権設定の合意解約による通知について 

  ５．農地法施行規則第２９条第１号届出について 

  ６．非農地証明願について 

 

５ 議  事 

  第１号議案 農地法第３条の規定による許可申請の許可について 

  第２号議案 農用地利用集積計画書審議について 

  第３号議案 農地法第５条第１項の規定による許可申請の意見決定につ 

        いて 

  第４号議案 美里町遊休農地の利用意向調査等の手続き規程について 

 

６ その他連絡・報告事項 

  １．令和３年８月事業報告について 

  ２．令和３年９月事業予定について 

  ３．令和３年度 農地利用状況調査結果の速報値について 

  ４．令和３年度 人・農地プランに係るアンケート調査の実施について 

  ５．その他 

 

７ 農業委員会事務局職員（１名） 

   事 務 局 長 菊 地 和 則 
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８ 会議の概要 

事務局長 定刻になりましたので、ただいまより令和３年第９回美里町農業

委員会総会を開会いたします。 

開会に当たりまして、会長より挨拶をいただきます。 

 

会長 （挨拶内容省略） 

 

事務局長 ありがとうございました。 

現在、全国的に新型コロナウイルス感染拡大による、まん延防止

等重点措置が発令されております。また、明後日２７日からは緊急

事態宣言に切り替わることから、美里町新型コロナウイルス感染症

対策本部の方針により、総会資料の事務局の朗読は省略し、会議の

時間は長時間にならないようにさせていただきますので、よろしく

ご理解とご協力をお願いします。 

議事進行につきましては、美里町農業委員会会議規則第５条によ

り、会長が議長となり議事を整理するとありますので、会長、よろ

しくお願いします。 

 

議長 これより令和３年第９回美里町農業委員会総会を開催いたしま

す。 

本日の出席委員は１６名であります。農業委員会に関する法律第

２７条第３項の規定を満たしておりますので、総会は成立しており

ます。 

 

議長 次第の３番、議事録署名委員の選任でございます。美里町農業委

員会会議規則第１５条第１項の規定により、議長よりお二人を指名

いたします。９番片倉澄子委員、１０番遊佐恭一委員のお二人にお

願いいたします。 

 

議長 それでは、報告事項に入ります。 

報告事項１番、農家相談日について、８月１０日に農家相談を行

っておりますので、担当委員より報告願います。 

 

柴山真二委員 ８月１０日、２０２会議室におきまして、伊藤会長、後藤幸太郎

委員、それから私柴山の３名で対応いたしました。相談件数は１件

で、●●地区●●●●にお住まいの●●●●さんという方です。相

談内容は●●●●さんの母親の●●さんが近々施設に入所すること

になったので、母親名義の農地を売りたいということでした。現

在、農地の殆どは●●地区の●●●●さんと利用権設定しています

が、自分としては母親の農地を相続するつもりはないので売りたい

ということでした。対応としては、農地等の流動化申し出書を提出

してもらい、●●●●さんに話をしてみてはどうか、と助言しまし

た。 

以上でございます。 

 

議長 ご苦労さまでした。 

続きまして、報告事項２番、事業計画届出書について、既に皆様

には総会資料をお配りしておりますので、一読されたと思います。

事務局の朗読は省略させていただきます。 

報告事項２番について、不明な点があれば説明いたします。ござ
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いませんか。 

 

 （なしの声あり） 

 

議長 ないようですので、続きまして報告事項３番、農地法第１８条第

６項の規定による通知について、報告事項４番、利用権設定の合意

解約による通知について、事務局の朗読は省略させていただきま

す。 

報告事項３番と報告事項４番について、不明な点があれば説明い

たします。ございませんか。よろしいですか。 

 

 （なしの声あり） 

 

議長 ないようですので、続きまして報告事項５番、農地法施行規則第

２９条第１号届出について、事務局の朗読は省略させていただきま

すが、８月１６日に農地調査委員会において現地調査を実施してお

りますので、農地調査委員会の担当委員より調査結果についての報

告をいただきます。 

 

鈴木幸博委員 それでは、３番鈴木のほうから報告いたします。 

農地調査委員会は、今月も渡邉委員と委員長である私、鈴木の２

名が担当いたしました。伊藤会長、邉見会長職務代理者、事務局か

ら菊地局長、髙橋次長の計６名により、８月１６日、現地調査を行

いました。 

ただいま議長から言われましたとおり、農地法施行規則第２９条

第１号届出について、まず番号２ですけども、現地は●●地区の●

●に位置しており、農地の一部に水稲乾燥調整施設を設置するもの

であります。 

番号３につきましては、現地は●●地区の●●●●●に位置して

おり、農地の一部に農業資材用物置を設置するものです。 

番号２、番号３につきまして、双方とも２アール未満の農地を自

らの農作物育成のため農業用施設にする転用であり、許可を要しな

い転用に該当しますので、この届出は適正と見てまいりました。 

以上です。 

 

議長 ご苦労さまでした。 

農地調査員会の報告が終了いたしましたが、不明な点があれば再

度説明いたします。ございませんか。よろしいですか。 

 

 （なしの声あり） 

 

議長 ないようですので、続きまして報告事項６番、非農地証明願につ

いて、事務局の朗読は省略させていただきますが、８月１６日に農

地調査委員会において現地調査を実施しておりますので、農地調査

委員会の担当委員より調査結果についての報告をいただいます。 

 

鈴木幸博委員 それでは、非農地証明願について報告を申し上げます。 

番号１３番につきましては、●●地区の●●●に位置しておりま

して、地目は畑でした。長年駐車場として使用してきた模様ですけ

ども、現在も同様の状態であることを確認いたしましたので、証明

書の発行は妥当と判断いたします。 
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番号１４につきましては、●●地区の●●●に位置しておりまし

て、昭和４７年１２月１９日に住宅用地として転用許可を既に受け

た土地でありました。家屋は建築されなかったと思われますが、現

在も宅地の状態であることを確認いたしましたので、証明書の発行

は妥当と判断いたしました。 

番号１５につきましては、●●地区の●●●●●に位置しており

まして、地目は畑でしたが、長年居宅用敷地の一部として使用して

おり、現在も宅地の状態であることを確認しましたので、証明書の

発行は妥当と判断いたしました。 

以上です。 

 

議長 ご苦労さまでした。 

農地調査員会の報告が終了いたしましたが、不明な点があれば再

度説明いたします。ございませんか。 

 

 （なしの声あり） 

 

議長 ないようですので、続きまして議事に入ります。 

第１号議案、農地法第３条の規定による許可申請の許可について

を議題といたしますが、報告事項同様、既に皆様には総会資料をお

配りしており、一読されたと思いますので、事務局の朗読は省略さ

せていただきます。 

それでは、ただいまより第１号議案、農地法第３条の規定による

許可申請の許可についての審議に入ります。質疑ありませんか。 

 

小野保裕委員 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

７番小野保裕です。 

議案番号２２の使用貸借権の設定ですが、金銭の授受なしの使用

貸借権ということで、通常は親子間とかが頻繁にありますけれど、

●●●の●●との間での使用貸借権の設定ということなので、中身

について少し補足説明というか、詳しくもう少し分かるようなこと

の説明があればと思います。よろしくお願いします。 

 

事務局、回答願います。 

 

事務局 

 

 

議長 

 

すみません、質問内容が中身の詳しい補足説明とのことですが、

なぜ使用貸借権の設定に至ったか、の経過のことでしょうか。 

 

７番小野保裕委員。 

 

小野保裕委員 

 

 

 

 

 

議長 

 

７番小野保裕です。 

●●●の株式会社と、入作とはいえ●●●を除き町外在住の所有

者が、無償での使用貸借権ということで、何かしらのことがなけれ

ば使用貸借権ということ通常あり得ないのではないかと思い、何か

中身について事情があるのではないかと思い質問いたしました。 

 

事務局、回答願います。 

 

事務局 休憩お願いします。 

議長 休憩します。（１３：４４） 
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議長 再開します。（１３：４６） 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

小野保裕委員 

 

7 番小野保裕委員の質問お答えいたします。 

議案番号２２番の譲渡人の●●さんが、譲受人である●●●●●

●●●●の関係者とお伺いしております。その関係で、この使用貸

借権での契約となったという次第でございます。 

 

7 番小野保裕委員 

 

7 番小野保裕です。わかりました、ありがとうございました。 

 

議長 

 

そのほかございませんか。 

 

 （なしの声あり） 

 

議長 質疑なしと認め、採決いたします。 

第１号議案について賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （各委員の挙手を確認） 

 

議長 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

全員賛成と認めます。 

 

第１号議案、農地法第３条の規定による許可申請の許可についは

原案どおり許可といたします。 

 

続きまして、第２号議案、農用地利用集積計画書審議についてを

議題といたします。 

第１号議案同様、委員の皆様方には総会資料を一読されたと思い

ますので、事務局の朗読は省略させていただきます。 

それでは、ただいまより第２号、農用地利用集積計画書審議につ

いての審議に入ります。質疑ありませんか。 

 

 （なしの声あり） 

 

議長 質疑なしと認め、採決いたします。 

第２号議案について賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （各委員の挙手を確認） 

 

議長 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

全員賛成と認め、第２号議案は原案どおり許可とし、町長に報告

いたします。 

 

続きまして、第３号議案、農地法第５条第１項の規定による許可

申請の意見決定についてを議題といたします。 

第２号議案同様、委員の皆様方には総会資料を一読されたと思い

ますので、事務局の朗読は省略させていただきます。 

また、８月１６日に農地調査委員会において現地調査を実施して

おりますので、農地調査委員会の担当委員より調査結果についての

報告をお願いいたします。 

 

鈴木幸博委員 それでは、第３号議案に関しまして報告申し上げます。 
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番号１２番から１９番につきましては、現地は●●●地区の●●

●に位置しておりまして、●●●●●●●●の建設が転用目的とな

っております。周辺に１０ヘクタール以上の農地が広がっており、

申請地はその一角にありますので、農地区分は第１種農地となりま

すが、●●●●●番●のみ●●●●よりおおむね５００メートル以

内でしたので、第２種農地と判断いたしました。既存●●●敷地や

●●●地区など５か所の候補地を比較検討し、最終的に決定された

経緯がありますのでやむを得ないことや、第１種農地ですと転用が

認められる要件である「周辺地域に居住する者の日常生活上、また

は業務上必要な施設で、集落に接続して設置されるもの」に該当す

ることから、許可相当と見てまいりました。 

続きまして、番号２０から２４に関しましては、現地は●●●地

区の●●●に位置しており、太陽光発電設備の設置が転用目的とな

ります。申請地は●●●●からおおむね５００メートル以内にあり

まして、大規模な一団の農地から少し離れた箇所にあるため、それ

らの営農条件に影響を与えることなく転用目的を達成できる適地で

あることから、農地区分は第２種農地と判断いたしました。農地以

外も検討いたしましたが見当たらなかったということですので、や

むを得ず許可相当と見てまいりました。 

続きまして、番号２５につきましては、現地は●●地区の●●に

位置しており、転用目的は建設会社の事務所、倉庫、資材置場等の

設置であります。周辺には１０ヘクタール以上の農地が広がってお

り、申請地はその一角にありますので、農地区分は第１種農地とな

り、事業用事務所は先ほどの統合中学校と同様に例外規定に該当す

るため、転用可能でありますし、農地以外の土地が見当たらなかっ

たことから、やむを得ず許可相当と見てまいりました。 

続きまして、番号２６につきましては、●●●●地区の●●●●

に位置しており、営農型太陽光発電設備の設置が転用目的となりま

す。周辺には１０ヘクタール以上の農地が広がっており、申請地は

その一角にありますので、農地区分は第１種農地となります。営農

型太陽光発電設備は一時転用に該当いたしますが、一時転用は農用

地区域内や第１種農地でも転用が認めておりますことから、許可相

当と見てまいりました。 

以上であります。 

 

議長 ご苦労さまでした。 

農地調査委員会の報告が終了いたしましたので、審議に入りま

す。質疑ありませんか。よろしいですか。 

 

 （なしの声あり） 

 

議長 質疑なしと認め、採決いたします。 

第３号議案、農地法第５条第１項の規定による許可申請の意見決

定について、賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （各委員の挙手を確認） 

 

議長 全員賛成と認めます。 

第３号議案、農地法第５条第１項の規定による許可申請の意見決

定については、原案どおり許可相当と意見を付し、宮城県知事に進

達いたします。 
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続きまして、第４号議案、美里町遊休農地等の利用意向調査等の

手続き規程についてを議題といたします。事務局より説明願いま

す。 

 

事務局 （第４号議案について、議案書に記載のとおり説明を行った） 

 

議長 ありがとうございました。 

事務局の説明が終了いたしましたので、ただいまより審議に入り

ます。質疑ありませんか。 

 

 （なしの声あり） 

 

議長 質疑なしと認め、採決いたします。 

第４号議案について賛成の方の挙手を求めます。 

 

 （各委員の挙手を確認） 

 

議長 全員賛成と認めます。 

第４号議案、美里町遊休農地等の利用意向調査等の手続き規程に

ついては全員賛成ですので、原案どおり可決とし、今後はこの規程

に基づき、農地等の利用の最適化推進の一つである遊休農地等の発

生防止、解消を進めてまいりたいと思います。 

 

議長 以上で議事を終了いたします。 
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議 事 録 署 名 

上記、第９回定例総会の議事録に相違なきことを認め署名、捺印する。 

 

 

令和３年  月  日 

 

会   長 

 

署 名 委 員 

議 席 ９ 番 

 

署 名 委 員 

議席１０番 
 


